
★ゆめしま奨学金制度償還補助金
 学校卒業後、「かみりん奨学ローン」を返済した場合に、毎年度「地域振興基金」から、返済相当額を
補てん（補助）します。
 元金分については、学校卒業後１０年以内に上島町に戻ってきた場合に、その翌年度から１０年間かけ
て補てん（補助）します。利息分については、進学を支援するため、上島町に戻ってきたかどうかに関わ
らず、その年度に支払った額を翌年度に補てん（補助）します。

上島町　ゆめしま奨学金制度

★対象者
●「かみりん奨学ローン」の貸与を受け、当該ローンを返済している方。
●卒業後１０年以内に上島町に住民登録し、その後転出することなく、現に居住する意志のある方。
 （転出した場合は、補助金を受け取ることはできません。）
●町税等を滞納していないこと。

★申込・申請
●平成３０年２月５日から、随時受付を開始します。

※入学金の支払等でお急ぎの場合は、②ローン審査の申込を先行していただいて構いません。

 株式会社愛媛銀行と提携し、利用者のニーズに合わせたローンを新設します。
  ※借り入れに当たっては、金融機関による審査を行います。
  ※裏面に「かみりん奨学ローン」概要を記載しております。

私たちには帰る”島”がある
上島町は、そんなあなたを応援します！

　私たちの生まれ育った愛すべき上島町は、今、少子高齢化の最先端にいます。

高校・大学進学で、島外に出られた子供たちは、ほとんど島に帰ってくることはありません。

このままでは、私たちのふるさと「上島町」はなくなってしまうかもしれません。

そこで、上島町では、島外に進学していく子供たちに、将来、島に帰ってきていただくため、

新たな「奨学金制度」を創設します。

◆ゆめしま奨学金制度とは
 「ゆめしま奨学金制度」は、高校・大学等進学のために借りた「かみりん奨学ローン※本制度限定」を、
卒業後返済した場合に、「地域振興基金」から返済相当額を補てんする制度です。
 元金分については、子供たちが上島町に戻ってきた場合に、利息分については、戻ってきたかどうかに
関わらず補てんします。

★『かみりん奨学ローン』（愛媛銀行商品 弓削支店限定）
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大学卒業後（10年）

利子 １４年分の利子相当分補助

■ゆめしま奨学金制度　「かみりん奨学ローン」　図解　※詳細は役場企画情報課にお問合せください
○大学在学時に「かみりん奨学ローン」を利用した場合
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１４年分の利子相当分のみ補助

元金補助

さらに５年

転出期間分の元金を補助します。

利子 １４年分の利子相当分補助
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町外への転出期間は
元金の補助はありません

※卒業後１０年以内に町内に居住した場合でも、町内転入後１０年
経過せずに転出した場合は、その時点で補助を中止します。
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卒業５年後
町内に転入 元金補助
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町外に居住した場合は
元金の補助はありません

１．金額、金利
　　　１０万円以上５００万円以下（１万円単位）
　　　金利　１.５０％

２．借入期間
　　　６ヶ月以上１４年６ヶ月以内（１ヶ月単位）
　　　※６年制大学の場合は、６ヶ月以上１６年６ヶ月以内（１ヶ月単位）

３．借入条件
　　（１）上島町在住で、高等学校以上の学校に入学又は在学するお子様をお持ちの保護者の方
　　（２）上島町が定める「上島町ゆめしま奨学金制度償還補助金交付要綱」に該当する方
　　（３）お申込時、満２０歳以上の方
　　（４）勤務年数・営業年数は問いません
　　（５）安定継続した収入がある方（嘱託・パート・年金受給者を含み、専業主婦の方は除きます。）
　　（６）保証会社の保証を受けられる方

４．使いみち
　　　入学金又は在学中に必要な資金全般
　　　（入学金・授業料、アパート敷金・家賃、受験に必要な資金等）

かみりん奨学ローンに関すること:愛媛銀行弓削支店　℡:0897-77-2525

ゆめしま奨学金償還補助金に関すること:上島町役場弓削総合支所企画情報課　℡:0897-77-2500

お問い合わせ先

■「かみりん奨学ローン」　概要　　※詳細は愛媛銀行弓削支店にお問合せください
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